
【注意】民事訴訟費用規則の改正に伴う 

申立手続費用の変更について 

 

書類交付費用等 

 

  ＋ 

 

郵便料金の変更に伴い民事訴訟費用等に関する規則が改正されました。 
つきましては，各種書類の作成に影響が生じますのでご注意ください。 

以下では，支払督促申立手続を一例に解説します。 
 
１ 民事訴訟費用等に関する規則の改正内容 

・ 官庁等から書類（資格証明書等）の交付を受けるために要する次の費用（書類交付費

用等）は訴訟費用とされています（民事訴訟費用法２条７号）。 

①官庁等に支払う手数料 

②当該書類の交付を受けるために要する郵便往復分の費用（同規則２条の３） 

・ 上記②の費用は，郵便料金の変更に伴う規則の改正（平成２６年４月１日施行）によ

り１６０円から１６４円に変更されました。 

 
   

 
 
 

 

２ 支払督促申立書作成上の注意点 
・ 平成２６年４月１日以降に事件を申し立てる場合，申立手続費用欄に上記規則改正を

反映した金額を記載していただくことになりますので，ご注意ください。 

・ 例えば，資格証明書等の交付を受けるための費用を記載する場合，次のとおり，②の

郵便往復費用として，164円（82円×2）を記載することになります。 

 
 
支払督促申立手続のほか，裏面に記載した手続に関する費用についても，上記と
同様の影響がありますので，ご注意ください。詳しくは窓口でお尋ねください。 

①官庁等に支払う手数料 

＋ ②１６４円 

①官庁等に支払う手数料 

 

②郵便往復分の費用 

160 円→164 円 

 



【注意】民事訴訟費用規則の改正に伴う 

申立手続費用の変更について 

 

 

費用 該当法条 改正前 改正後

１．民事通常訴訟

資格証明書・戸籍謄本・住民票等の交付に要
する費用

法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

２．支払督促

資格証明書・戸籍謄本・住民票等の交付に要
する費用

法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

３．債権執行

Ⅰ執行準備費用

債務名義正本等送達証明書の交付に要する費
用

法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

執行文の付与に要する費用 法２条１２号，規則２条の４ ５８０円 ５９４円

執行証書以外の債務名義に対する承継執行文等付与
における承継等の事実を証する書類を官庁等から受け
るために要する費用

法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

承継執行文等送達証明書の交付に要する費用 法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

立担保証明書の交付に要する費用 法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

判決等確定証明書の交付に要する費用 法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

執行証書正本等の交付に要する費用 法２条１２号，規則２条の４ ５８０円 ５９４円

執行証書に対する承継執行文等付与における
承継等の事実を証する書類を官庁から受ける
ために要する費用

法２条１４号，法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

Ⅱ執行実施費用

資格証明書・戸籍謄本・住民票等の交付に要
する費用

法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

仮差押決定正本の第三債務者への送達証明
書の交付に要する費用

法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

第三債務者の供託に要する書類を官庁から受
けるために要する費用

法２８条の２，法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

第三債務者の事情届の提出に要する費用 法２８条の２，法２条１８号，規則２条の５ ５００円 ５１２円

第三債務者の供託に要する書類及び供託金の
提出に要する費用

法２８条の２，法２条１８号，規則２条の５ ５００円 ５１２円

第三債務者の供託書正本の交付を受けるため
に要する費用

法２８条の２，法２条１８号，規則２条の５ ５００円 ５１２円

４．不動産執行（３と重複するものを除く）

Ⅰ執行準備費用

競売申立通知費用 法２条１８号，規則２条の５ ５００円 ５１２円

Ⅱ執行実施費用

不動産登記事項証明書等の交付に要する費用 法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

公課証明書等の交付に要する費用 法２条７号，規則２条の３ １６０円 １６４円

民事訴訟費用等に関する規則の一部を改正する規則の適用書類の費用の例について

（注）第三債務者の供託の費用（緑色部分）については，４月１日以降にされた供託に係るものに適用され，それ
以外は，４月１日以降に申立て等がされた事件に係る費用について適用される。


